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１．研究開始当初の背景 

（１）本研究の全体構想 

 本研究の全体構想は、憲法上の結社の自由

の観点から非営利団体法制を再構成し、わが

国において「結社法」という新たな法領域を

開拓することである。その中で本研究は、非

営利団体の公益活動を財政的側面から支える

課税制度と補助金制度について、憲法論の視

点から体系的に把握し整序することを目的と

する。 

（２）本研究の学術的背景 

① 憲法学の通説によると、結社の自由には

「個人の結社する自由」とともに「結社自体

の活動の自由」が含まれる。しかし、個人と

は異なり、団体である「結社」が自然に存在

するわけではない。したがって、「結社自体

の活動の自由」が実効的に保障されるために

は、まず、①結社の設立と存続を可能にする

制度（存立規整制度）と、さらに、②設立さ

れた結社の活動を可能にする制度（活動支援

制度）が必要となる。そこで、本研究では、

結社の自由保障の法制度としての「結社法」

を体系的に構築することが課題となる。 

     

② 本研究が追求するこの「結社法」構想は、

フランス法から着想を得たものである。フラ

ンスの結社の自由論は、それを初めて認めた

1901年結社法を中心に、私法上の法人制度や

公法上の補助金制度などの具体的な法制度レ

ベルにまで及んで展開されている。現在、そ

れらの全貌は「結社法」として体系化されて

おり（MESCHERIAKOFF et al., Droit des 

associations, PUF, 1996）、公法と私法が融

合する独自の学問分野をなしている。さらに

近年、関連する種々の法令を集成した「結社

法典」を編纂する試みも見られ（Code des 

associations et fondations, Dalloz, 2010）、

いまや独立した法領域として認知されつつあ

る。 

 

③ 他方、日本では、そもそも非営利法人制

度のあり方が「結社の自由」に関わるとの認

識は、樋口陽一『憲法』（2007年）や大石眞

『憲法講義Ⅱ』（2007年）の体系書、また民

法学からの大村敦志「『結社の自由』の民法

学的再検討・序説」（2003年）を除いて、ほ

とんど共有されていない。このため、2006年

の公益法人制度改革を憲法学の立場から総括

した研究は、現在のところ皆無である。 

こうした問題状況から、申請者はこれまで、

結社の自由に関する基礎的・原理的考察を行

うとともに、その成果を実際の非営利団体法

制に応用する試みとして、2006年の制度改革

で導入された「一般社団法人制度」を憲法学

の視点から分析する作業を行ってきた。「憲

法から見た一般社団法人制度――結社の自由

の視点からの検討」および「『結社からの自

由』の憲法問題――結社の自由原理のもうひ

とつの側面」は、その成果の一部である。 

 

④ しかしさらに、非営利団体が現実に活動

を行うためには、それを可能とする制度的基

盤の充実が不可欠である。そこで今後は、従

来の研究に接続するかたちで、「結社法」体

系のもう一つの柱である財政支援制度を取り

上げて、非営利団体法制の体系化・法典化に

向けた本格的な検討が求められる。これが本

研究の問題意識である。 

 

２．研究の目的 

（１）本研究が明らかにすること 

本研究は、憲法原理と非営利団体法制との

関係について、次の2点を明らかにする。 

① 第一に、憲法上の公金支出原則（89条）

は、非営利法人の非課税措置・補助金制度の

障害として作用するのではないか、というこ



とである。すなわち、憲法は、一方で結社活

動の自由を認めながら、他方で結社の財政基

盤の充実を認めていないことになる。この憲

法内部での原理上の矛盾は、これまで気づか

れてこなかった新たな論点であり、非営利団

体の財政制度の体系化を図る上で重要な意義

を有する。 

 

② 第二に、補助金制度・課税制度等の財政

支援制度は、非営利団体の自立性を侵害する

のではないか、という点である。すなわち、

補助金という特権は行政のコントロールと表

裏の関係にあるため、公権力の統治手段とし

て利用されるおそれがある。これは、公権力

からの自由を標榜する結社の自由原理（21条）

と緊張関係に立つことを意味する。それゆえ、

結社の自由原理は、財政支援制度を要請する

とともに、その限界を画定する機能を果たす

可能性があり、この視点は、現実の制度設計

の指針ともなりうる。 

 

（２）本研究の学術的特色および独創性等 

① 研究の学術的特色・独創性 

憲法学において、これまで結社の自由を正

面から取り上げた研究は、存在しない。当然、

非営利団体の補助金制度・課税制度を憲法論

の視点から検討する研究は、本研究が初めて

である。それゆえ、本研究には何より、選定

された研究対象自体に、学術的意義がある。 

本研究はさらに、研究方法についても大き

な特色がある。憲法で「結社の自由」が規定

されているからといって、その保障が確保さ

れるわけではない。そこで本研究では、憲法

典のみならず、具体的な法制度までを視野に

入れて「結社の自由」の実効的保障のあり方

を探究するアプローチをとっている。このよ

うに、憲法原理と非営利団体法制との連結を

図る試みは、従来の結社の自由論には見られ

ないものであり、ここに本研究の特色が認め

られる。 

そして、そのような結社の自由保障に資す

る法制度を統合して「結社法」と言う新たな

法領域を開拓しようとする点で、本研究には

独創性があると考えられる。 

 

② 予想される結果・意義など 

非営利団体の財政制度は、非営利団体の公

益活動を支える制度的基盤である。それゆえ、

本研究は、「結社法」なる未成の法領域の一

部を構築する意味をもつ。また、本研究は、

非営利団体と公権力との法的関係という公法

学の一般的・普遍的問いに連なるものであり、

学術的な波及効果も認められると考えられる。 

本研究は、憲法学の一分科としての「結社

法」を構想するものである。こうした憲法論

と制度論との連結を図る試みは、実効的な人

権保障のために憲法学が望ましい法制度設計

にも取り組むべきことを示すことにもなって

いる。それゆえ、本研究は、従来の憲法学の

方法論に反省を促すとともに、あらたな研究

手法を開発する試みにもなっており、学術上

重要な意義を有すると思われる。 

 

３．研究の方法 

本研究を遂行するための基本的プログラム

は、次の2つの段階に分けられる。 

第一は、フランス法分析の段階である。ここ

では、フランス非営利団体法の綿密な分析を

通じて、日本法分析に必要となる視点と論点

を抽出することが主眼となる。 

第二は、日本法分析の段階である。これはさ

らに、第一段階のフランス法分析で得られた

知見と視座をもとに日本の非営利団体法を

「分析する」作業と、それを結社法体系へと

「統合する」作業の2つに分けられる。 

 



４．研究成果 

（１） 上記で述べたように、本研究課題の

全体構想は、憲法上の結社の自由の観点から

非営利団体法制を再構成し、わが国において

「結社法」「非営利団体法」という新たな法

領域を開拓することにある。 

本研究では第1に、わが国における結社の自

由論の基盤やその展開の特徴を比較法的に明

らかにする作業を行った。具体的な方法とし

ては、結社の自由の誕生とその後の展開にお

いて独自の道を歩んできたアメリカとフラン

スの2つの結社の自由論を取り上げ、それらを

比較検討することによって、日本における結

社の自由論の可能性や方向性を展望すること

を試みた。 

 申請者は元来、フランスの結社の自由論を

専門としてきたが、研究遂行中に、アメリカ

の結社の自由論の研究者と対論する機会に恵

まれた。これを契機として、フランスとアメ

リカでは公共空間で個人の価値観の現出が認

められるか否かによって中間団体の位置づけ、

さらにはそれを認める結社の自由の意味が異

なることを明らかにした。具体的には公共空

間における価値観の主張を認めるアメリカで

は結社の自由に寛容な態度が認められてきた

が、フランスでは反結社の態度がとられてき

た。他方で、フランスのあり方は公共空間の

設定段階で国家の側から特定の価値観（共和

主義）の設定が行われており、中間団体によ

る価値観の主張とは潜在的に緊張関係に立つ。

これら対極にある2つの結社の自由論の位相

を前にして、日本の結社の自由論がどのよう

な基盤に立脚し、どのような文脈で展開され

るべきかという問題意識が存在することを指

摘し、そして、この点の理解が、具体的な制

度設計にも影響を与えるのではないかとの問

題提起を行った。 

 

（２）次に、フランス非営利団体の基本法で

ある1901年法に関する近時の改正の内容とそ

の意義の解明を行った。具体的に、同法の改

正は、制定後100年以上手つかずであった規定

の変更をもたらすものであるが、簡便な手続

での非営利団体の設立、および個人主義原理

の徹底という制定当初の理念を実現する方向

での改正であったこと、さらに、従来の判例

法理の成文法化という側面を含んでいること

を明らかにした。 

 

（３）第3に、団体に対する公的規制をとりわ

け解散制度に着目して検討した。フランスで

は団体が自律的に行う任意解散のほか、司法

解散や行政解散といった公権力による強制的

解散制度が認められてきたことを確認し、そ

こでの要件論・効果論の検討を踏まえて、日

本の代表的な団体規制法である破壊活動防止

法の定める解散指定制度を批判的に分析する

作業を行った。その結果、同法の解散指定制

度では、過去の犯罪行為だけでなく、将来の

犯罪行為の危険までが解散の要件とされてお

り、同解散制度に対する憲法学の批判にもか

かわらず、実は、比較法的には厳格な解散制

度であることが確認された。 

 

（４）最後に、本研究のまとめとして、これ

までの日仏の非営利団体法研究を集大成し、

それらの体系化を行った。その結果は、『結

社の自由の法理』（信山社、2014年、384頁）

として公刊された。 
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